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すべての人が安心して住み続けられる中野区を目指して 

 

 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年以降、加速する少子高齢化、ひとり暮らし高齢

者の増加、認知症高齢者の増加などに対して、社会保障制度の持続可能性が問われています。 

 誰もが年を取っても、身体が不自由となっても、可能な限り住み慣れた中野区で、尊厳を

保って最期まで生活することができるよう、将来にわたり持続可能な中野区版の地域包括ケ

アシステムの構築を推進する必要があります。 

「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」は、平成２８年度から１０年間を計画期間と

し、区と区民のアクションプランとして策定しました。 

策定にあたっては、医療・介護関係者、町会・自治会、民生児童委員、商店街、事業者団

体、シルバー人材センター、社会福祉協議会、ボランティア団体など多くの関係団体に参加

いただき、中野区地域ケア会議をはじめ、様々な場でご意見をいただき、議論を深めてまい

りました。プランでは、区の取り組みとともに、関係団体による具体的な取り組みと３年後

と１０年後の達成目標を定めて、中野区全体で地域包括ケアに取り組むことを宣言していま

す。区と区内関係団体が一体となって策定できたこと、ともに進行管理をしていくことに大

きな意義を感じております。 

 区としては、この体制構築の鍵となるさまざまな団体・関係者間の連携の仕組みづくりを

推進したり、必要なサービス等の基盤整備を支援したり、支援の必要な方全てが確実に支援

に結び付けられるよう、万全な地域の実情把握とコーディネートの体制をつくりあげるなど、

今後取り組まなければならない課題に速やかに着手していきたいと考えています。 

プランは、まず、喫緊の課題である高齢者への対策を深め、基盤を固めて、この気運の盛

り上がりを背景に、第２ステップで、子育て世帯や障害のある方など、すべての人に対して

のプランを策定していきます。 

 中野区の地域包括ケアシステムの構築を着実に推進していくため、区民、関係者の皆様に

おかれましては、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

平成２９年３月 

 

中野区長  田 中 大 輔  
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